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１．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価方法について

棚卸資産の評価方法……… 終仕入原価法により評価している。

（2）固定資産の減価償却について

有形固定資産………定率法による減価償却を実施している。

（3）積立金の計上基準について

退職手当積立金……期末退職手当の所要額等を勘案し計上している。

（4）資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、前払金及び立替金、借入金、

預り金を含めている。

　なお、当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

２．次期繰越金の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科　　目 当期末残高 科　　目 当期末残高

資産の部 負債の部

現金 45,979 未払金 458,710

銀行預金 163,238,611 預り金 558,388

支部資金 5,118,354 前受金 0

未収金 1,210,000

前払金 2,310,278

合計 171,923,222 合計 1,017,098

次期繰越金 170,906,124

３．固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科　　目 取　得　額 減価償却累計額 当期末残高

器具備品 29,159,215 26,656,443 2,502,772

 4.　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

計 算 書 類 に 対 す る 注 記
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基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

前期末残高 当期増 額 当期減 額 当期末残高

特定資産

11,671,131 7,904,169 14,671,300 4,904,000

80,367,923 0 0 80,367,923

10,277,360 0 880,000 9,397,360

90,000,000 0 0 90,000,000

30,000,000 0 10,000,000 20,000,000

222,316,414 7,904,169 25,551,300 204,669,283

5. 基本財産及び特定資産の財 等の内

基本財産及び特定資産の財 等の内 は、次のとおりである。

(単位：円)

当期末残高
（ 定

財産 の
当額）

（
財産 の
当額）

（ 負債に
対 する額）

特定資産

4,904,000 0 0 4,904,000

80,367,923 0 80,367,923 0

9,397,360 0 9,397,360 0

90,000,000 0 90,000,000 0

20,000,000 0 20,000,000 0

204,669,283 0 199,765,283 4,904,000

（記載上の ）

基金 の 当額 ある 合には、財 の内 として記載する のとする。

科　　目

　退職 当資産

　 当資産

　記 当資産

合 計

　 受入支 当資産

　 支 当資産

合 計

科　　目

　退職 当資産

　 当資産

　記 当資産

　 受入支 当資産

　 支 当資産
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